
 

 

 

 

 

 

  第 １ ０ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

 

 

  



新 宿 区 条 例 第  号  

 

新 宿 区 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新 宿 区 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 7 年 新 宿 区 条 例 第 2 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 第 1 5 条 第 1 項 中「 名 あ て 人 」を「 名 宛 人 」に 改 め 、同 条 第 3 項 中

「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 、 「 そ の 者 の 氏 名 、 同 項 第 3 号 及 び 第

4 号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 当 該 行 政 庁 が 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 面 を い つ で も そ の 者 に 交 付 す る 旨 を 当 該 行 政 庁 の 事 務 所 の 掲

示 場 に 掲 示 す る こ と 」を「 公 示 の 方 法 」に 改 め 、同 項 後 段 を 削 り 、同

条 に 次 の 1 項 を 加 え る 。  

４  前 項 の 公 示 の 方 法 に よ る 通 知 は 、 不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ

き 者 の 氏 名 、 第 1 項 第 3 号 及 び 第 4 号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 当 該 行

政 庁 が 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を い つ で も そ の 者 に

交 付 す る 旨 （ 以 下 「 公 示 事 項 」 と い う 。 ） を 規 則 で 定 め る 方 法 に

よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 く と と も

に 、 公 示 事 項 が 記 載 さ れ た 書 面 を 新 宿 区 公 告 式 条 例 (昭 和 2 2 年 新

宿 区 条 例 第 3 号 )第 2 条 第 2 項 の 門 前 掲 示 場 に 掲 示 し 、 又 は 公 示

事 項 を 区 の 事 務 所 に 設 置 し た 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 し た も の

の 閲 覧 を す る こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る こ と に よ っ て 行

う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 措 置 を 開 始 し た 日 か ら

2 週 間 を 経 過 し た と き に 、 当 該 通 知 が そ の 者 に 到 達 し た も の と み

な す 。  

 第 1 6 条 第 1 項 中「 同 条 第 3 項 後 段 」を「 同 条 第 4 項 後 段 」に 改 め

る 。  

 第 2 2 条 第 3 項 中「 第 1 5 条 第 3 項 」及 び「 同 条 第 3 項 」の 次 に「 及

び 第 4 項 」 を 加 え 、 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 改 め 、 「 参 加 人 」

と 、 」 の 次 に 「 同 項 中 」 を 加 え 、 「 掲 示 を 始 め た 日 か ら 2 週 間 を 経

過 し た 」 を 削 り 、 「 、 掲 示 を 始 め た 」 を 「 、 当 該 措 置 を 開 始 し た 」

に 改 め る 。  

 第 2 9 条 中 「 第 1 5 条 第 3 項 及 び 」 の 次 に 「 第 4 項 並 び に 」 を 加

え 、 「 「 同 項 第 3 号 」 を 「 同 条 第 4 項 中 「 第 1 項 第 3 号 」 に 、 「 同

条 第 3 号 」を「 第 2 8 条 第 3 号 」に 、「 同 条 第 3 項 後 段 」を「 同 条 第

4 項 後 段 」 に 、 「 第 1 5 条 第 3 項 後 段 」 を 「 第 1 5 条 第 4 項 後 段 」 に



改 め る 。  

 

   附  則  

 

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 5 月 2 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 1 5 条 第 3 項 及 び 第 4 項 （ こ れ ら の

規 定 を こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 2 2 条 第 3 項 及 び 第 2 9 条 に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 並 び に 新 宿 区 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る

条 例 (昭 和 3 3 年 新 宿 区 条 例 第 1 1 号 )第 1 8 条 第 4 項 、 第 1 9 条 第 5

項 、 第 2 0 条 第 3 項 及 び 第 2 1 条 第 8 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に す る 通 知 に つ い て 適

用 し 、 同 日 前 に し た 通 知 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ

タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 5 年 法 律 第 6 3

号 ）の 一 部 の 施 行 に よ る 行 政 手 続 法（ 平 成 5 年 法 律 第 8 8 号 ）の 改 正

に 合 わ せ 、 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 の 通 知 に つ い て 、 電 磁 的 記 録

に よ る 公 示 の 方 法 を 新 た に 定 め る 必 要 が あ る た め  


